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（提案理由）  

本件は、令和６年度から令和８年度までの期間における介護保険料率を定め

るとともに、市町村特別給付における支給内容等を変更するため、提案するも

のである。 

 

 

 

 



 

京田辺市条例第  号 

 

京田辺市介護保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

京田辺市介護保険条例（平成１２年京田辺市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第３条に見出しとして「（市町村特別給付）」を付し、同条第１項中「紙お

むつ費」の次に「及び補聴器購入費」を加え、同条第２項中「月額３，０００

円」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額」に改め、同項に次

の各号を加える。 

 （１） 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に

関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下「省令」という。）

第２条に規定する要支援認定の審査判定基準等において要支援１又は

要支援２と判定され、法第３２条第６項の規定により要支援認定をさ

れている者 月額３，０００円 

 （２） 省令第１条に規定する要介護認定の審査判定基準等において要介護

１、要介護２又は要介護３と判定され、法第２７条第７項の規定によ

り要介護認定をされている者 月額３，０００円 

 （３） 省令第１条に規定する要介護認定の審査判定基準等において要介護

４又は要介護５と判定され、法第２７条第７項の規定により要介護認

定をされている者 月額５，０００円 

第３条に次の１項を加える。 

３ 第１項に規定する補聴器購入費の支給は、２０，０００円を限度とする。 

第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同項第１号中「３２，３６５円」を「３０，１０３円」

に改め、同項第２号中「４２，０７５円」を「４５，３２０円」に改め、同項

第３号中「４８，５４８円」を「４５，６５１円」に改め、同項第４号中「５

８，２５７円」を「５９，５４４円」に改め、同項第５号中「６４，７３０円

」を「６６，１６０円」に改め、同項第６号中「７４，４４０円」を「７６，



 

０８４円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号

イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第７号中「８０，９１３円」を

「８２，７００円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第８号中「９７，０９

５円」を「９９，２４０円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１

２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第９号中「１

１０，０４１円」を「１１２，４７２円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ

」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項

第１０号中「１２２，９８７円」を「１２５，７０４円」に改め、同号イ中「

又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ

」に改め、同項第１１号中「１４２，４０６円」を「１４５，５５２円」に改

め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１

５号イ」に改め、同項第１２号中「１６１，８２５円」を「１６５，４００円

」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１４号イ又は第

１５号イ」を加え、同項第１３号中「１８１，２４４円」を「２４４，７９２

円」に改め、同号を同項第１６号とし、同項第１２号の次に次の３号を加える

。 

 （１３） 次のいずれかに該当する者 １８５，２４８円 

  ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１２，５００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１

５号イに該当する者を除く。） 

 （１４） 次のいずれかに該当する者 ２０５，０９６円 

  ア 合計所得金額が１２，５００，０００円以上１５，０００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当



 

する者を除く。） 

 （１５） 次のいずれかに該当する者 ２２４，９４４円 

  ア 合計所得金額が１５，０００，０００円以上２０，０００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除

く。） 

 第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に、「１９，４１９円」を「１８，８５６円」に改め、同条第３

項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「１９，４１９円」を「１８，８５６円」に、「３２，３６５円」を「３

２，０８８円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「

令和６年度から令和８年度まで」に、「１９，４１９円」を「１８，８５６円

」に、「４５，３１１円」を「４５，３２０円」に改める。 

第６条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ

、第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで」に改め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３条第２項の改

正規定は、令和６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の京田辺市介護保険条例の規定は、令和６年度分の保険料から適用

し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 



京田辺市介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

 （市町村特別給付） 

第３条 本市は、居宅要介護者（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第８条第２項に規定する居宅要介護者をいう。）及び居宅要支援者（法

第８条の２第２項に規定する居宅要支援者をいう。）に対する紙おむつ費及び補聴

器購入費の支給を市町村特別給付として行う。 

  

第３条 本市は、居宅要介護者（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第８条第２項に規定する居宅要介護者をいう。）及び居宅要支援者（法

第８条の２第２項に規定する居宅要支援者をいう。）に対する紙おむつ費の支給を

市町村特別給付として行う。 

条見出しの追加 

 

 

市町村特別給付

の対象の追加 

２ 前項に規定する紙おむつ費の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定

める額を限度とする。 

２ 前項に規定する紙おむつ費の支給は、月額３，０００円を限度とする。 紙おむつ費の上

限の変更 

 （１） 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する

省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下「省令」という。）第２条に規定

する要支援認定の審査判定基準等において要支援１又は要支援２と判定され

、法第３２条第６項の規定により要支援認定をされている者 月額３，００

０円 

  

 （２） 省令第１条に規定する要介護認定の審査判定基準等において要介護１、要

介護２又は要介護３と判定され、法第２７条第７項の規定により要介護認定

をされている者 月額３，０００円 

  

 （３） 省令第１条に規定する要介護認定の審査判定基準等において要介護４又は

要介護５と判定され、法第２７条第７項の規定により要介護認定をされてい

る者 月額５，０００円 

  

３ 第１項に規定する補聴器購入費の支給は、２０，０００円を限度とする。  補聴器購入費に

関する規定の追

加 

（保険料率） （保険料率）  

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、当該年度分の

保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定め

る額とする。 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、当該年度分の

保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定め

る額とする。 

保険料率を定め

る年度の変更 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第

３９条第１項第１号に掲げる者 ３０，１０３円 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第

３９条第１項第１号に掲げる者 ３２，３６５円 

 

保険料率の変更 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４５，３２０円 （２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４２，０７５円  

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４５，６５１円 （３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４８，５４８円  

（４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５９，５４４円 （４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５８，２５７円  

（５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６６，１６０円 （５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６４，７３０円  

（６） 次のいずれかに該当する者 ７６，０８４円 （６） 次のいずれかに該当する者 ７４，４４０円  



京田辺市介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

ア （略） ア （略）  

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定す

る要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が課される保険料額につい

てこの号の区分による額を適用されたならば保護（同法第２条に規定する保護

をいう。以下同じ。）を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イに該当

する者を除く。） 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定す

る要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が課される保険料額につい

てこの号の区分による額を適用されたならば保護（同法第２条に規定する保護

をいう。以下同じ。）を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

 

（７） 次のいずれかに該当する者 ８２，７００円 （７） 次のいずれかに該当する者 ８０，９１３円  

ア （略） ア （略）  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ、第

１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イに該当する者

を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ、第

１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

 

（８） 次のいずれかに該当する者 ９９，２４０円 （８） 次のいずれかに該当する者 ９７，０９５円  

ア （略） ア （略）  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１０号イ、第１１号イ、

第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１０号イ、第１１号イ又

は第１２号イに該当する者を除く。） 

 

（９） 次のいずれかに該当する者 １１２，４７２円 （９） 次のいずれかに該当する者 １１０，０４１円  

ア （略） ア （略）  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１１号イ又は第１２号イ

に該当する者を除く。） 

 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １２５，７０４円 （１０） 次のいずれかに該当する者 １２２，９８７円  

ア （略） ア （略）  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ又は第１５号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１２号イに該当する者

を除く。） 

 



京田辺市介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

（１１） 次のいずれかに該当する者 １４５，５５２円 （１１） 次のいずれかに該当する者 １４２，４０６円  

ア （略） ア （略）  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１３号イ、第１４号イ又

は第１５号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １６５，４００円 （１２） 次のいずれかに該当する者 １６１，８２５円  

ア （略） ア （略）  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１４号イ又は第１５号イ

に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 

（１３） 次のいずれかに該当する者 １８５，２４８円 

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１２，５００，０００円未満で

ある者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１５号イに該当する者

を除く。） 

 保険料率に関す

る規定の追加 

（１４） 次のいずれかに該当する者 ２０５，０９６円 

ア 合計所得金額が１２，５００，０００円以上１５，０００，０００円未満で

ある者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

  

（１５） 次のいずれかに該当する者 ２２４，９４４円 

ア 合計所得金額が１５，０００，０００円以上２０，０００，０００円未満で

ある者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

  

（１６） 前各号のいずれにも該当しない者 ２４４，７９２円 （１３） 前各号のいずれにも該当しない者 １８１，２４４円 保険料率の変更 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６年

度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、１

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３年

度から令和５年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、１

保険料率を定め

る年度及び保険
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８，８５６円とする。 ９，４１９円とする。 料率の変更 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準用す

る。この場合において、前項中「１８，８５６円」とあるのは、「３２，０８８円

」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について準用す

る。この場合において、前項中「１９，４１９円」とあるのは、「３２，３６５円

」と読み替えるものとする。 

 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準用

する。この場合において、第２項中「１８，８５６円」とあるのは、「４５，３２

０円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について準用

する。この場合において、第２項中「１９，４１９円」とあるのは、「４５，３１

１円」と読み替えるものとする。 

 

５ （略） ５ （略）  

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合） （賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合）  

第６条 （略） 第６条 （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する老齢福祉年金

の受給権を有するに至った者及び（１）に係る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２

号ロ、第３号ロ又は第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号

ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロに該当するに至った第１

号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月

割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属

する月から令第３９条第１項第１号から第１３号までのいずれかに規定する者とし

て月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する老齢福祉年金

の受給権を有するに至った者及び（１）に係る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２

号ロ、第３号ロ又は第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９

号ロに該当するに至った第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至っ

た日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と

当該該当するに至った日の属する月から令第３９条第１項第１号から第９号までの

いずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。 

 

 

字句の整理 

４ （略） ４ （略）  

 


